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監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

肱 川 発 電 所 平成１６年６月１日

北 宇 和 病 院 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

南 宇 和 病 院 平成１６年６月２日

西条地区工業用水道管理事務所 〃

今治地区工業用水管理事務所 〃

今 治 病 院 〃

松山地区工業用水道管理事務所 平成１６年６月３日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局 平成１６年６月８日

総 務 課 〃

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

平成１５年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められ

た。

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業における工業用水料金未収入金（納

期到来分）については、早期回収に努力が望まれる。

� おおむね安定した経営がなされているが、今治地区工業用水

道事業については、タオル業界の不振により給水率が４４．４パー

セントにとどまっている。このような厳しい状況を踏まえ、工

業用水の上水への転用等について関係機関・団体と協議がなさ

れているが、今後、未利用水の有効活用の観点から協議の進展

を期待したい。

また、一部給水を行っている西条地区工業用水道事業につい

ては、平成１５年度末の契約給水量が計画給水量の２１．８パーセン

トにとどまっており、さらに、将来建設が完了した時点におい

て、建設仮勘定に整理されている未稼動資産を本勘定に振り替

えることにより、費用が大幅に増加し、厳しい経営状況となる

ことは必至である。

今後においては、市町村合併が進展する中、広域的、総合的

な水資源の活用を現実的課題としてとらえ、工業用水のみなら

ず、水需要の拡大に一層の努力が望まれる。

２ 土地造成事業

残地については今後も適切な措置が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収になお

一層の努力が望まれる。 （平成１６年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未集金合計
�＋�円

中 央 病 院 １１１，１０２，０７３ ６３，７０６，８２４ １７４，８０８，８９７

今 治 病 院 ３４，２５５，０４３ １５，３０２，６４０ ４９，５５７，６８３

三 島 病 院 １７，４４９，５５９ ６，９５９，４４０ ２４，４０８，９９９

南宇和病院 １８，１４６，８３０ ５，３１７，５５０ ２３，４６４，３８０

北宇和病院 ２，０８７，５８０ １，５４９，４７０ ３，６３７，０５０

新居浜病院 １４，６８２，７５４ １８，８４４，５９８ ３３，５２７，３５２

計 １９７，７２３，８３９ １１１，６８０，５２２ ３０９，４０４，３６１

� 経営成績については、入院・外来収益の増加や遊休資産の売

却処分に伴う固定資産売却益等の特別利益により、総収益は、

前年度に比べて１億８，６００万円増加している。一方、総費用も

前年度に比べて７，６００万円増加しているが、単年度収支では、

１億３，８００万円余の純利益が生じ、累積欠損金は２１６億円余と

なっている。

経営の改善については、病院経営を取り巻く環境が厳しい中

、県立病院がその使命・役割を果たしながら、「愛媛県立病院

財政健全化計画」の目標の一つである「単年度収支の均衡」を

達成したことは一応の評価ができるものである。しかしながら

、依然として多額の累積欠損金を抱えており、経営成績が好転

しているとはいえ、健全な経営の姿にはほど遠いといわなけれ

ばならない。

また、個人医業未収金については、「未収金取扱要領」に基

づく事務処理の統一化などを通じ、発生防止、早期回収、債権

管理の適正化に懸命の努力が払われているが、過年度未収金は

依然として増加傾向にあり、今後とも未収金対策の強化に努め

る必要がある。

各病院の職員は、事業実績や財務体質について理解を深め、

「第２次愛媛県立病院財政健全化計画」の目標等を十分認識し

ながら、経営への主体的な参画意識を持って、各々の職務に知

恵を絞り、創意工夫を積み重ねていくことが望まれる。

なお、経営健全化を進めるに当たっては、公的医療機関とし

ての使命・役割を踏まえ、地域の各医療機関との一層の連携強
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により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１６年８月２０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平

同 壺 内 紘 光
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平成１６年８月２０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平

同 壺 内 紘 光
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により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１６年８月２０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平

同 壺 内 紘 光

化に努め、他方、これらの医療機関とは互いに切磋琢磨し合う

関係にもあることから、各病院にあっては、保有する施設・設

備等の有効活用を通じて診療機能を十分に発揮し、事業を有利

に展開するという積極的な姿勢を持つことを期待する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

鬼 北 警 察 署 平成１６年６月１日

御 荘 警 察 署 平成１６年６月２日

（監査の結果）

平成１５年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

吉 田 高 等 学 校 平成１６年６月２日

（監査の結果）

平成１５年度における予算の執行その他について、監査を実施した

ところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成１６年６月１日

（監査の結果）

平成１５年度における予算の執行その他について、監査を実施した

ところ、おおむね良好と認められた。

平成１６年８月２０日 印刷
平成１６年８月２０日 発行
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